
 

1 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
三
号 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
避
雷
装
置
の
位

置
、
型
式
、
構
造
、
材
質
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
経
済
産
業
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
避
雷
装
置
の
位
置
、
型
式
、
構
造
、
材

質
等
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
九
二
九
〇―

三
（
二
〇
一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
経
済
産
業
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
避
雷
装
置
の
位
置
、
型
式
、
構
造
、
材

質
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 



 

2 

九
）
「
雷
保
護―

第
三
部
：
建
築
物
等
へ
の
物
的
損
傷
及

び
人
命
の
危
険
」
の
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
雷
保
護
レ
ベ
ル
（
Ｌ
Ｐ
Ｌ
）
が
Ⅰ
又
は

Ⅱ
で
あ
る
も
の
と
す
る
。 

（
削
る
） 

      

    

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
。 

イ 

避
雷
装
置
の
型
式
は
、
避
雷
針
又
は
架
空
地
線

で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

突
針
又
は
架
空
線
は
、
雷
撃
か
ら
保
護
し
よ
う

と
す
る
建
物
（
以
下
「
被
保
護
建
物
」
と
い

う
。
）
の
全
て
の
点
と
突
針
の
先
端
又
は
架
空
線

の
上
端
の
い
ず
れ
か
の
点
と
を
結
ぶ
直
線
と
、
突
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針
の
先
端
又
は
架
空
線
の
上
端
の
そ
の
点
を
通
る

鉛
直
線
と
の
な
す
角
度
が
四
十
五
度
以
内
と
な
る

よ
う
に
設
け
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
角
度
は
六
十
度
以
内

で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

被
保
護
建
物
一
棟
に
つ
い
て
突
針
を
二
以
上

設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
二
の
突
針

の
先
端
を
含
む
鉛
直
面
に
対
し
て
三
十
度
の
角

度
を
な
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
突
針
の
先
端

を
含
む
鉛
直
面
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
空
間 

⑵ 

被
保
護
建
物
一
棟
に
つ
い
て
架
空
線
を
二
以
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上
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
架
空
線
の
両
端
の

い
ず
れ
か
二
を
含
む
鉛
直
面
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
空
間 

ハ 

被
保
護
建
物
の
上
端
か
ら
突
針
の
先
端
ま
で
の

高
さ
は
、
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
被
保

護
建
物
の
上
端
か
ら
架
空
線
の
上
端
ま
で
の
高
さ

は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

架
空
線
は
、
で
き
る
だ
け
水
平
で
あ
る
こ
と
。 

ホ 

突
針
は
、
直
径
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

銅
棒
、
架
空
線
は
、
断
面
積
が
三
十
平
方
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
銅
線
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
電
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導
効
果
の
あ
る
導
体
で
あ
る
こ
と
。 

ヘ 

突
針
又
は
架
空
線
は
、
避
雷
導
線
に
よ
っ
て
接

地
電
極
に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ト 

避
雷
導
線
は
、
被
保
護
建
物
か
ら
独
立
し
て
避

雷
針
若
し
く
は
架
空
地
線
を
設
け
た
場
合
又
は
そ

の
避
雷
導
線
が
断
面
積
が
四
十
一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
銅
線
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

電
導
効
果
の
あ
る
導
体
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
被

保
護
建
物
の
上
端
以
下
に
お
い
て
は
二
条
以
上
と

し
、
相
互
に
引
き
離
し
て
設
け
て
あ
る
こ
と
。 

チ 

避
雷
導
線
は
、
直
線
的
に
設
け
、
や
む
を
得
ず
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湾
曲
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
湾
曲
部
の
曲
率
半

径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
架
空
地
線
又
は
避
雷
針
を
被
保
護
建
物
か
ら

独
立
し
て
設
け
た
場
合
を
除
き
、
建
物
の
最
外
側

に
沿
っ
て
設
け
て
あ
る
こ
と
。 

リ 

避
雷
導
線
は
、
断
面
積
が
三
十
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
銅
線
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
電
導

効
果
の
あ
る
導
体
で
あ
る
こ
と
。 

ヌ 

避
雷
導
線
と
突
針
又
は
架
空
線
及
び
接
地
電
極

と
の
接
続
部
並
び
に
避
雷
導
線
相
互
の
接
続
部
の

電
気
抵
抗
は
、
接
続
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
導
体
の
う
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ち
、
電
気
抵
抗
が
高
い
導
体
の
電
気
抵
抗
よ
り
高

く
な
い
こ
と
。 

ル 

避
雷
導
線
は
、
電
灯
線
、
電
話
線
若
し
く
は
ガ

ス
管
（
避
雷
導
線
と
の
間
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
壁
、
接
地
さ
れ
た
金
属
板
又
は
金
属
網
そ

の
他
の
静
電
気
的
遮
蔽
物
が
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
可
燃
性
の
ガ
ス
若
し
く
は
火
薬
類
の

粉
じ
ん
の
出
る
お
そ
れ
の
あ
る
バ
ル
ブ
、
ゲ
ー

ジ
、
排
気
孔
等
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
可
燃
性
の
ガ
ス
又
は
火
薬
類

の
粉
じ
ん
の
出
る
お
そ
れ
の
あ
る
バ
ル
ブ
、
ゲ
ー
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ジ
、
排
気
孔
等
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
物
を
耐
食
性
の
金
属
網
で
覆
う
等
適
当
な
引
火

防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

ヲ 

突
針
支
持
物
と
し
て
鉄
管
を
用
い
る
場
合
に

は
、
避
雷
導
線
は
、
そ
の
管
内
を
通
っ
て
い
な
い

こ
と
。 

ワ 

避
雷
導
線
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
距
離
に
あ

る
金
属
製
の
雨
ど
い
、
は
し
ご
等
（
避
雷
導
線
と

の
間
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
、
接
地
さ
れ
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た
金
属
板
又
は
金
属
網
そ
の
他
の
静
電
気
的
遮
蔽

物
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
断
面
積
が
十
四

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
銅
線
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
電
導
効
果
の
あ
る
導
体
に
よ
り
接
地
し

て
い
る
こ
と
。 

カ 

被
保
護
建
物
か
ら
独
立
し
て
避
雷
針
又
は
架
空

地
線
を
設
け
る
場
合
に
は
、
避
雷
針
又
は
架
空
地

線
の
各
部
分
は
、
そ
の
建
物
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト

ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヨ 

避
雷
針
又
は
架
空
地
線
は
、
雷
撃
、
風
圧
等
に

よ
り
損
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
に
堅
固
に
設
置
さ
れ
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て
い
る
こ
と
。 

タ 

避
雷
針
又
は
架
空
地
線
を
支
持
す
る
た
め
支
線

を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
線
は
、
支
持
点
に

お
い
て
避
雷
導
線
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
。 

レ 

タ
の
支
線
は
、
ル
及
び
ワ
の
規
定
の
適
用
に
関

し
て
は
、
避
雷
導
線
と
み
な
す
。 

ソ 

接
地
電
極
は
、
避
雷
導
線
ご
と
に
一
個
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

ツ 

接
地
電
極
は
、
ガ
ス
管
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
上

離
し
て
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ネ 

接
地
電
極
は
、
銅
板
等
の
耐
食
性
の
金
属
体
と
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す
る
こ
と
。 

ナ 

接
地
電
極
の
接
地
抵
抗
（
接
地
電
極
に
接
続
す

る
避
雷
導
線
の
接
地
抵
抗
を
含
む
。
）
は
、
避
雷

導
線
が
二
条
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
一
条

ご
と
に
二
十
オ
ー
ム
以
下
、
一
条
の
場
合
に
あ
っ

て
は
十
オ
ー
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
避

雷
針
又
は
架
空
地
線
を
大
地
の
固
有
抵
抗
が
高
い

山
地
、
砂
地
等
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
被
保

護
建
物
か
ら
放
射
状
に
地
下
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
深
さ
に
埋
設
し
た
断
面
積
が
三
十
平
方

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
っ
て
長
さ
が
五
メ
ー
ト
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（
削
る
） 

ル
以
上
の
銅
線
四
条
以
上
を
も
っ
て
接
地
電
極
と

す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（
二
〇
〇
三
）
「
建

築
物
等
の
雷
保
護
」
の
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
護
レ
ベ
ル
が
Ⅰ
又
は
Ⅱ

で
あ
る
も
の
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
三
十
条
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
又
は
そ
の
工
事

に
着
手
さ
れ
て
い
る
避
雷
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
避
雷
装
置
の
位
置
、
型
式
、
構
造
、
材
質
等
を
定

め
る
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


